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１　はじめに

　『本朝年代記』（書名は『補訂版 国書総目録第七
巻』（森末・市古・堤 編，2002）による。別称は
『新編分類本朝年代記』）に白山火山の噴火活動の
記事が記されている（小鹿島，1894；大森，1918；
武者，1941；玉井，1935・1957：東野，1989・1991，
ほか）が，白山が噴火したとされる年や記事内容
が，これらの著者の間で必ずしも一致しているわ
けではない。これまで『本朝年代記』に記されて
いるとされてきた白山の噴火した年は，治承元年
（1177）・延応元年（1239）・天文 16 年（1547）・天
文 17 年（1548）・天文 23 年（1954）である。これ
らのうち，天文 16 年と天文 23 年を除いては，それ
らの年に白山が活動したと記した他の史料は少な
く，治承元年に限っては，白山が活動したことを記
しているとされる史料は『本朝年代記』のみであ
る。
　東野（1989）は『本朝年代記』で噴火記事として
治承元年と天文 17 年の記事を確認できず，白山火
山の活動に関連する史料として採用しなかったが，
それらの記事がどのような経緯で『本朝年代記』に
記されているとされてきたかについては，特に言及
していない。『本朝年代記』に記されている白山の
活動に関連する記事，特に古い時代の記事は，他に
史料がない，もしくは少ないこともあり，白山の噴
火記事として使用されることがあり，『本朝年代記』
に記されているとされてきた記事を再検証し，必要
な場合にはその誤りを正し，誤りに至った経緯を明
らかにすることは，史料をもとに白山の歴史時代の
活動を考察する上で必要なことである。
　本論では，必ずしもこれまで一致をみていない

『本朝年代記』に記されているとされてきた白山火
山に関連する記事について，これまでの文献を整理
すると共に，誤りを正し，それらの誤りが生じた原
因や経緯についても検討した。また，『本朝年代記』
の記事の信頼性についても検討した。
　本論で使用した史料の出典は，脚注として文末に
示した。

２　『本朝年代記』概要

　『補訂版 国書総目録 第七巻』（森末・市古・堤 

編，2002）によると，『本朝年代記』は 7巻首巻 2
巻計 10 冊からなり，編者が田登仙，刊行が貞享元
年（1684）で，写本と版本があり，版本は広く全国
の機関が所蔵している。首巻 2巻は「大日本国帝王
略記」・「本朝中興将軍略記」である。今回の調査に
は，金沢市立玉川図書館所蔵稼堂文庫の『本朝年代
記』（版本）（1）（図 1）を用いた。
　「大日本国帝王略記」と「本朝中興将軍略記」は
それぞれ 42 丁と 27 丁である。「大日本国帝王略記」
の最初に“本朝年代記序”と“凡例”が記され，序
末に“貞享甲子如月下浣桑村孚休子撰”，“凡例”に
は“田登仙識”と記されている。本巻 7巻はイロ
ハ順に，巻之一の自伊至登（イロハニホヘト）部
（計 52 丁），巻之二の自知至加（チリヌルヲワカ）
部（計 42 丁），巻之三の自興至奈（ヨタレシツ子
ナ）部（計 52 丁），巻之四の自良至久（ラムウ井ノ
オク）部（計 24 丁），巻之五の自屋至天（ヤマケフ
コエテ）部（計 43 丁），巻之六上の自安至幾（アサ
キ）部（計 35 丁），巻之六下の自遊至志（ユメミ
シ）部（計 39 丁），巻之七の自恵至寸（エヒモセ
ス）部（計 40 丁）からなる。各文字の部で，いく
つかの項目に分類され（例えば，神社之類，佛閣之
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類，人倫之類など），各該当項目について，説明が
記されている。巻之七には跋文があり，跋文末に
“貞享甲子七月既望静菴桑名松雲識”，跋文の後に
“旹貞享元甲子八月上澣日　刊行”，“洛城書林　京
極通二條上町　大森太右衛門　堀川通高辻上町　植
村藤右衛門　京極通松原上町　梅村彌右衛門”と記
されている。『國書人名辞典 第二巻』（市古ほか 編，
1995）によると，跋文を記した桑名黙斎（くわなも
くさい，号「松雲」ほか）は京都の人で，寛文 2 年
（1662）に生まれ，享保 16 年（1731）に没する。
漢学者で，いくつかの著作があり，仙台藩儒になっ
ている。序を記した桑村孚休子と編者とされる田登
仙については，『國書人名辞典』には掲載されてな
い。
　CiNii（国立情報学研究所，2014）に登録された 7
機関の『本朝年代記』のデータによると，書名とし
て『本朝年代記』・『新編分類本朝年代記』の他に，
『新編本朝年代記』･『分類本朝年代記』･『年代』
の別名が挙げられている。

３　『本朝年代記』に記されているとされてきた 

　　白山の活動記事

　表 1に，これまで『本朝年代記』に記されてい
るとされてきた記事を示す。他にも『本朝年代

記』を史料として白山の噴火記事をまとめた絈野ほ
か（1970）や村山（1988）があるが，前者は大森
（1918）･ 玉井（1957）を，後者は武者（1941）を
もとに記したと明記しており，ここでは取り上げな
い。表 1の史料の名称は，各々の文献で使用されて
いるものをそのまま記した。噴火した年について
は，延応元年は全ての論文が記しているが，それ以
外については記していないものがある。記事内容
は，同じ年のものでも多少異なっているものもあ
る。

４　『本朝年代記』に記されている白山の活動記事

　今回，『本朝年代記』の再調査を行った結果，白
山火山の活動に関連する記事は，東野（1989・
1991）が示したのと同じで，巻之一 18 丁裏の波部
神社之類の「白山権現」項と 25 丁表の波部乾坤并
天象之類の「白山麓」項の 2か所に，それぞれ延応
元年・天文 23 年と天文 16 年に白山が活動したこと
が記されているが，噴火を示す治承元年と天文 17
年の記事は見いだせなかった。「白山権現」項には，
“山自燒四条院延應元年又後奈良天文二十三年五月
自焼麓地獄出”（返り点，送りがな，振りがなは省
略。以下同じ）「白山麓」項には，“後奈良院天文
十六年白山麓地獄湧出”と記されている（図 2）。

図１　 『本朝年代記』の首巻「大日本国帝王略記」（左）と巻之一（右）（金沢市立玉川図書館所
蔵，稼堂文庫）

　首巻「大日本帝王略記」の題簽に記されている外題は「帝王輯略」。巻之一の左側の題簽の大部分が剥がれて
いるが，他の巻を参考にすると，本朝年代記巻之一と記された題簽が貼られていたと考えられる。「大日本帝王
略記」には，最初に桑村孚休子撰の“本朝年代記序”と田登仙識の“凡例”が記されている。巻之一に白山の
噴火記事が記されている。
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５　なぜ，『本朝年代記』に記されているとされて

　　きた記事に誤りが生じたのか

　表 1に示した記事のうち，『本朝年代記』に存在
しない治承元年と天文 17 年の活動記事は，何らか
の誤りで記されたと考えられる。また，白山が活動
した年については全てが同じでない場合や，文意が
同じでも記述が異なることがある。それらがどのよ
うな事情でそうなってきたのかを，これまでの報告

をもとに年代を追って検討する。
⑴　小鹿島（1894）・鈴木（1898）

　小鹿島（1894）は『日本災異志』の「噴火の部」
で，“延應元年是歳加賀白山噴火”と“天文二十三
年五月加賀白山噴火”を記している（表 1）。天文
23 年は『分類本朝年代記』の他に『皇年代略記』
も史料としている。『本朝年代記』の記事とは異な
り，“自燒”を“噴火”と置き換えているが，“噴
火”という語句は，理解しやすくするために用いた

表１　『本朝年代記』に記されているとされてきた白山の活動記事
記事の後のカッコ内の史料名は，それぞれの論文で用いられている『本朝年代記』の名称。

和歴
（西暦）

治承元年
（1177）

延応元年
（1239）

天文 16 年
（1547）

天文 17 年
（1548）

天文 23 年
（1554）

小鹿島 
（1894）

･  延應元年是歳加賀白
山噴火（『分類本朝
年代記』）

･  天文二十三年五月加
賀白山噴火（『分類
本朝年代記』）

鈴木 
（1898）*

･  延應元年今を距る六百

五十九年 ｢是歳白山噴
火｣（『分類本朝年代
記』）

大森 
（1918）

･  治承元年四月十二日
白山自燒（『本朝年
代記』）

･  延應元年自燒（『本
朝年代記』）
･  延應元年「是歳白山
噴火」（『分類本朝年
代記』）**

･  天文十六年白山麓地
獄湧出（『本朝年代
記』）

･  天文十七年白山燒ク
（『本朝年代記』）

･  天文二十三年五月自
燒麓地獄出（『本朝
年代記』）

武者 
（1941）

･  治承元年四月十二日
山自燒（『本朝年代
記』）***

･  延應元年自燒（『分
類本朝年代記』）

･  天文十六年白山麓地
獄湧出，（『本朝年代
記』）
･  後奈良院天文十六年，
白山麓地獄湧出（『本
朝年代記』）****

･  後奈良天文二十三年
五月，自燒出而麓地
獄出（『本朝年代記』）

玉井 
（1935･ 
1957）

･  治承元年四月十二日
白山自燒（『本朝年
代記』）

･  延應元年自燒（『本
朝年代記』）
･  延應元年此年白山噴
火（『分類本朝年代
記』）

･  天文十六年白山麓地
獄湧出（『本朝年代
記』）

･  天文十七年白山燒ク
（『本朝年代記』）

･  天文二十三年五月自
燒麓地獄出（『本朝
年代記』）

日置 
（1942･ 
1956）

･  治承元年四月十二日
白山自燒（『本朝年
代記』）

･  延應元年自燒（『本
朝年代記』）
･  延應元年此年白山噴
火（『分類本朝年代
記』）

･  天文十六年白山麓地
獄湧出（『本朝年代
記』）

･  天文十七年白山燒く
（『本朝年代記』）

東野 
（1989･
1991）*****

･  山自燒四条院延應元
年（『新編分類本朝
年代記』「白山権現」
項）

･  後奈良院天文十六年
白山麓地獄湧出（『新
編分類本朝年代記』
「白山麓」項）

･  又後奈良天文二十三
年五月自燒麓地獄出
（『新編分類本朝年
代記』「白山権現」項，
延応元年の記事に続
いて）

　　*： 地学雑誌第 10 集 No.2 の雑録｢加賀の白山」に記されている。著者は T.S生となっているが，大森（1918）はこの雑録を“第
二十六表　白山（加賀國）噴火”で取り上げ，“地學雑誌第十集鈴木博士ニヨル”としている。絈野ほか（1970）もこの
雑録の著者を鈴木敏（T.S.）としている。これらのことから，この雑録の著者は鈴木敏であることが，広く認められて
いたと考えられ，本論でも鈴木敏とする。

　 **： 天正 7 年の項に，“地學雜誌第十集鈴木博士ニヨル”として，天文 23 年と天正 7 年の記事と共に引用している。
***： “治承元年四月十二日山自燒”とあるが，“治承元年四月十二日白山自燒”が正しいと思われる。“白”が誤って欠落した

のであろう。
****： 武者（1941）はこの記事を増補したものとしているが，“後奈良院”を加えた以外は，同じ内容の記事が記してあり，増

補とした意味が不明。何らかのまちがいであろう。
*****： 東野（1989）では，『本朝年代記』（新編分類本朝年代記）を調べたが，白山の噴火を示す治承元年と天文 17 年の記事は

確認できなかった旨，記してある。
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と思われる。『日本災異志』に記されている他の火
山の噴火記述も同様である。小鹿島（1894）には，
天文 16 年の記事は記されていないが，この記事が
延応元年や天文 23 年の記事とは異なる場所（波部
乾坤并天象之類の「白山麓」項）に記されているた
めに見落とした，もしくは，「白山麓」に記されて
いるため，山頂部ではなく，低標高の山麓で起きた
でき事と理解したのかもしれない。
　鈴木（1898）は延応元年・天文 23 年・天正 7年
の白山の噴火記事を示し，そのうち延応元年の記
事を『分類本朝年代記』を文献としている。その
記事（延應元年今を距る六百五十九年「是歳白山噴火」）
は，小文字（今を距る六百五十九年）を除いて内容は小
鹿島（1894）と同じ（ただし，“加賀”は省いてあ
る）で，“噴火”の語句を用い，文献名も同じ『分
類本朝年代記』を使用していることから，小鹿島
（1894）をもとにしたと推察される。小文字は鈴木
（1898）が加えた注釈である。天文 23 年について
は，“天文二十三年今を距る三百四十四年前四月一日嶺上
噴火し石飛て社堂を壊損し，手取川灰流て魚死す，
弘治二年に至て止む”と記し，特に文献は示してい
ないが，4月 1日の噴火開始，手取川での異変，弘
治 2年の噴火終熄を記している『白山宮荘厳講中記
録』（白山比咩神社所蔵）をもとにしたと考えられ
る。天文 23 年について，小鹿島（1894）のように
『本朝年代記』の記事を記していないのは，『白山
宮荘厳講中記録』に詳しい記事が記されていたから
と考えられる。天文７年については，文献は示し
てないが，“天正七年今を距る三百十九年前八月廿八日地
獄谷の竅噴火す”の記事を記している。ちなみに，
Koto（1916）には，1239 年，1534（1554 の誤りと
思われる）－ 1556 年，1579 年に活動したことが記
され，文献をあげていないが，活動年と内容から鈴
木（1898）がもとになっていると推測される。
⑵　大森（1918）・武者（1941）

　大森（1918）の『日本噴火誌 上編』は，日本列
島各地の火山について，噴火史料を蒐集したもので
ある。武者（1941）の『増訂 大日本地震史料』は
『日本噴火誌 上編』及び田山（1904a・1904b）の
『大日本地震史料』をもとに，新たな史料も加え，
地震や噴火の史料を収集したもので，噴火史料に関
して『日本噴火誌 上編』の増補版といっていい。
　大森（1918）は白山の噴火した年として，治承元
年・延応元年・天文 16 年・天文 17 年・天文 23 年・
天正 7年を挙げている。これらのうち，天正 7年を

図２　 『本朝年代記』に記されている白山の活動記
事（金沢市立玉川図書館所蔵，稼堂文庫）

（右）巻之一の波部神社之類「白山権現」項
（左）巻之一の波部乾坤并天象之類「白山麓」項
最下位の年は，『本朝年代記』の出版から何年目にあたるか
を示す。例えば，（右）1行目の霊亀 2年（716）が『本朝年
代記』の出版（貞享元年（1684）の前 969 年目にあたるこ
とを示す。
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除いた年の史料として，『本朝年代記』が記されい
る（表 1・図 3）。それらのうち，治承元年と天文
17 年の史料は『本朝年代記』のみである。天正 7
年の項には，『越前國誌』の記事に加えて，上記の
鈴木（1898）の一部をそのまま再録する形で，延応
元年，天文 23 年，天正 7年の噴火記事が記されて
いる。
　武者（1941）は『本朝年代記』を典拠とした白山
の噴火した年は，天文 17 年を除き大森（1918）と
同じである。大森（1918）と武者（1941）に記され
ている延応元年・天文 16 年・天文 23 年の記事は，
『本朝年代記』の記事と同じ，もしくはほぼ同じで
ある（表 1）。異なる点は，延応元年で，“自燒”と
“延應元年”の順を逆にして，“山”を省略してい
ることと，武者（1941）の天文 23 年の記事に，補
足として“出而”が加わっていることである。
　治承元年については，大森（1918）と武者（1941）
は『本朝年代記』には存在しない記事，“治承元年
四月十二日白山自燒”を記している（表 1）。延応
元年と天文 23 年の白山の活動を記した「白山権現」
項に，“炎上高倉院治𣴎𣴎元年四月十二日加賀目代師
高兵火師高流罪餘類禁獄”の記事があり（図 2），
この記事の前半（“炎上高倉院治𣴎𣴎元年四月十二日”）
をもって，“治承元年四月十二日白山自燒”と記し
たと思われる。すなわち，“白山権現”が“白山”
と理解され，“炎上”を“自焼”に置きかえられた
と推測される。治承元年の記事は意味が明瞭でない
ところが多いが，“（藤原）師高流罪”という 12 世
紀後半に起きた歴史上のできごとが記してあり，そ
れをもとにこの記事の内容を検討する。
　師高の流罪に係るできごとは，彼の弟の加賀目代
の藤原師経（『本朝年代記』では師高が目代になっ
ているが誤りで，師高は加賀守）の狼藉が発端とな
り，当時の朝廷も巻き込んだ事件である。東四柳
（2003）を参考に，『本朝年代記』の記事に係るこ
とがらを中心に概略を記す。安元 2年（1176）8 月
に加賀馬場白山中宮の末寺（涌泉寺）で，師経が愛
馬を湯屋で洗う狼藉を行ったため，寺僧たちが師経
の馬の尻尾を切り取り，追い返した。それに対し
て，師経が涌泉寺の坊舎を焼き打ちしたため，中宮
八院の衆徒は対抗して目代勢を追い払った。恐れを
なした師経は京都へ逃げ帰る。衆徒らは本山の延暦
寺に師経の断罪を訴え，翌安元 3年（治承元年）2
月 5日，神輿を奉じて都へ向かう。朝廷はこれらの
事件に対して，3月 31 日に師経を備後国に配流（流

図３　 大森（1918）の第 23 表「白山（加賀國）噴
火」の治承元年・延応元年・天文 16 年・天
文 17 年・天文 23 年の記事

図には示されてないが，天正 7年の欄には，鈴木（1898）
の一部をそのまま再録する形で，延応元年，天文 23 年，天
正 7年の噴火記事が記されている。
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罪）することを決める。その後，4月 13 日に延暦
寺衆徒らが神輿を進め強訴し，4月 15 日には師高
と師高・師経の父西光の配流が決まる。師高は 4月
20 日に尾張国に配流され，神輿に弓を放った下手
人が投獄される。師高はその後，6月に誅殺される。
　これらの一連の出来事から，『本朝年代記』の該
当記事の誤りや，意図した内容がある程度推察でき
る。“治承元年四月十二日”の日付を無視すると，
前半で“加賀目代師高（師経の誤り）の兵の火に
よって，白山権現が炎上”，後半で，その結果“師
高は流罪，餘類（仲間）は禁獄（獄中に拘禁）”し
たことを記したかったと推測される。“炎上”した
“白山権現”は白山中宮末寺の涌泉寺をさす可能性
が高い。“治承元年四月十二日”については，この
日に起きた事件はなく，この日に近い日に起きたこ
とでは，4月 13 日の延暦寺衆徒の強訴，4月 15 日
の師高と西光の配流の決定，4月 20 日の師高の尾
張国への配流がある。涌泉寺の炎上は前年の安元 2
年のことなので，“治承元年四月十二日”は“炎上”
にかかるのではなく，“師高流罪餘類禁獄″にかかる
可能性がある。そうすると，師高の配流が決まっ
た 4月 15 日もしくは配流された 4月 20 日を誤った
のであろう。これらの推測が正しいとすれば，該当
の記事は，“白山権現（白山中宮末寺の涌泉寺の可
能性が高い）が加賀目代師高（師経の誤り）の兵の
火によって炎上し，そのため，治承元年 4月 12 日
（15 日もしくは 20 日の誤りか）に師高の流罪，仲
間も獄中に拘禁された（もしくは決定した）。”とい
うことを記したかったと推測される。大森（1918）
や武者（1941）が記したように，白山が自焼（噴
火）したことを意図した文書ではないと判断され
る。小鹿島（1894）は「白山権現」項（図 2）に記
されている延応元年と天文 23 年の白山の噴火をと
り上げ，同じ個所に記されている治承元年の事柄に
触れていないのは，白山の噴火を示したものではな
いと理解していたためと考えられる。
　天文 17 年の記事も，『本朝年代記』に記されて
いないものである。大森（1918）に『本朝年代
記』をもとにした天文 17 年の記事があるというの
は，大森（1918）の「白山（加賀國）噴火表」天
文 17 年項に“白山燒ク。（同上）”（図 3）と記さ
れ，この記事の史料を示す（同上）が前項（天文
16 年）の“天文十六年白山麓地獄涌出。（本朝年代
記）”の（本朝年代記）をさすことによる（玉井，
1935･1957；絈野ほか，1970；村山，1988；東野，

1989･1991）。天文 17 年に白山が活動したとする記
事は，『菅家見聞集』や『政鄰記』（東野，2011），
河井（1889）に記されている。『菅家見聞集』や
『政鄰記』の記事は“二月三日白山焼（出）”で，
大森（1918）と異なるが，河井（1889）の記事は
“白山燒ク”で，大森（1918）と同じである。ま
た，河井（1889）の掲載雑誌である「東京地學協會
報告」と，上述した大森（1918）の“天文十六年白
山麓地獄涌出。（本朝年代記）”の上に記されている
“天文十六丁未年二月三日加賀白山噴火。（地學協
會報告）”（図 3）の「地學協會報告」は同じもの
で，河井（1889）によるものである（東野，2011）。
これらのことから，天文 17 年の“白山燒ク。（同
上）”の（同上）は，“天文十六年白山麓地獄涌出。
（本朝年代記）”の（本朝年代記）ではなく，その
上の“天文十六丁未年二月三日加賀白山噴火。（地
學協會報告）”の（地學協會報告）（＝東京地學協會
報告）をさすと考えると，辻褄が合う。大森（1918）
は（地學協會報告）とすべきところを，誤って“（同
上）”と記したことから，天文 17 年の記事が『本朝
年代記』をもとにしていると理解されてきたのであ
る。ちなみに，河井（1889）は，天文 16 年の記事
は『続史愚抄』，天文 17 年の記事は『天文雑記』か
らの引用としている。
　武者（1941）に天文 17 年の記事が記してないの
は，大森（1918）を参考にしながらも，『本朝年代
記』を再調査した結果，『本朝年代記』には天文 17
年の記事が存在しないので省いたと推測される。し
かし，（同上）を（地學協會報告）の誤りと理解
していたのではないと考えられる。なぜなら，河
井（1889）を調べていれば，武者（1941）に河井
（1889）の天文 17 年の記事が掲載されているべき
であるが，掲載されていないからである。また，武
者（1941）には，「地學協會報告」を文献として天
文 16 年の記事を記しているが，同じ頁に記されて
いる天文 17 年と天文 23 年の記事が記されていない
ことから，天文 16 年の記事は大森（1918）をその
まま引用したものと推測される。
　大森（1918）の他に，玉井（1935･1957）が治承
元年と天文 17 年に白山が噴火したことが『本朝年
代記』に記されているとしている（表 1）が，下記
のように大森（1918）をもとにしたことからくる。
⑶　玉井（1935･1957）と日置（1942・1956）

　玉井（1935･1957）には，『本朝年代記』の記事と
して治承元年・延応元年・天文 16 年・天文 17 年・
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天文 23 年の記事が示されている（表 1）。これら
は，記事内容に加えて史料名も大森（1918）と同じ
であり，玉井（1935･1957）が『本朝年代記』を調
べて著していたとしたら，治承元年や天文 17 年の
記事を記さなかったであろう。また，延応元年につ
いては，『本朝年代記』を史料とする“延應元年自
燒”に加えて『分類本朝年代記』を史料とする“延
應元年此年白山噴火”の記事が記されているが，そ
のようにしたのは，大森（1918）では引用する形で
載せられていた鈴木（1998）の“延應元年「是歳白
山噴火」（分類本朝年代記）”を史料名も含めてその
まま用いたためと考えられる。これらのことから，
玉井（1935･1957）は，『本朝年代記』や『分類本朝
年代記』を史料名として記した記事は，『本朝年代
記』を調べて記したのではなく，大森（1918）をそ
のまま使用，いわゆる孫引きした結果と考えられ
る。さらに，玉井（1935･1957）は，同じ史料を示
す『本朝年代記』と『分類本朝年代記』を異なるも
のであると理解していた。
　日置（1942・1956）の「白山」項の“噴火”で記
されている『本朝年代記』に係る記事は，天文 23
年を除いては，史料名も含めて玉井（1935･1957）
と同じである。さらに，後述する延応元年の記事に
ついての玉井（1935･1957）の解釈（白山宮の火災
を誤って噴火とした）を記していることもあり，玉
井（1935･1957）の引用と考えられる。ただし，天
文 23 年の白山の噴火については，『本朝年代記』の
記事は示さず，『白山宮荘厳講中記録』の記事を記
しているのは，後者の記事が信憑性が高く，詳細で
あることから，前者を省いたものと考えられる。

６　『本朝年代記』の記事の信頼性

　『本朝年代記』に白山が噴火したとされる年（延
応元年・天文 16 年・天文 23 年）のうち，天文 23
年の噴火については，他に多数の史料がある（東
野，1989：ほか）。『白山宮荘厳講中記録』（2）（白山
比咩神社所蔵）や『荘厳講執事帳』（3）（長滝寺所蔵）
には現地に人を派遣し，山頂の噴火の様子を観察し
たことが記され，史料的価値が高いとされており
（玉井，1935・1957），白山の歴史時代の噴火の中
では，この年の噴火は最も信頼できるものと考えら
れる。
　天文 16 年の白山の活動については，『本朝年代
記』の他に，『続史愚抄』（寛政十年（1798）成立）・
『倭漢皇統編年合運図』（享保年間版）・『猿丸又右

ェ門家景由緒書』（『白川日記』（1877）に所収）に，
この年白山が噴火したことが記されている（東野，
1989・2011）。ただし，『続史愚抄』が典拠とした
『年代略記』や，『猿丸又右ェ門家景由緒書』の原
本での確認はされていない（東野，1989・2011）。
『本朝年代記』には，噴火した月日は記されていな
いが，『倭漢皇統編年合運図』と『續史愚抄』は 2
月 3日に噴火，『猿丸又右ェ門家景由緒書』は 5月
末より噴火したと記している。2月 3日の噴火につ
いては，天文 17 年の同じ日（ 2月 3日）に白山が
噴火したとする史料（『菅家見聞集』・『政鄰記』）が
存在し，両年の同じ 2月 3日に活動したということ
は一般には考えにくく，いずれかの記事が活動した
年を誤っている可能性がある（東野，2011）。
　延応元年の白山の活動については，『本朝年代記』
の他に『和漢三才図絵』（4）にも記されているが（大
森，1918：ほか）。玉井（1935・1957）は，『本朝年
代記』の記事は『和漢三才図絵』を転載したとして
いる（玉井（1935・1957）が『本朝年代記』とは別
の書物と考えていた『分類本朝年代記』について
は，『和漢三才図絵』を書き改めたとしているが，
『本朝年代記』と『分類本朝年代記』は同一の書物
であることから，『分類本朝年代記』は取り上げな
い。以下，同様），『和漢三才図絵』の成立が『本朝
年代記』（貞享元年（1684）刊行）より後の正徳 3
年（1713）頃であること（樋口，1970）や，『和漢
三才図会』に記されている記事が“四条院延應元年
白山自燒”と“後奈良院天文二十三年五月亦自燒出
而麓地獄出云云，”で，『本朝年代記』の記事と比較
して延応元年について“山”を“白山“にかえ，天
文 23 年については“亦“や“出而”を加えるなど
の違いがあるが，それら以外は同じであることか
ら，『和漢三才図絵』が『本朝年代記』をもとにし
たと考えられる。
　『本朝年代記』と『和漢三才図絵』以外に，延応
元年の白山噴火を記した史料の有無を再確認するた
め，年代的に延応元年のできごとを記す可能性のあ
る下記の白山比咩神社・長滝寺関連，日記類，年代
記類，歴史書を調査したが，いずれの史料からも，
延応元年に白山が噴火したという記事は見いだせな
かった。調査した史料は，白山比咩神社・長滝寺関
連として『白山宮荘厳講中記録』・『荘厳講執事帳』・
『白山諸雑事記』（5）（加越能文庫所蔵）・『長瀧寺真鑑
正編』（6）（宝幡坊所蔵），日記類が『五条爲永卿記』（7）

・『中臣佑定記』（8），年代記類が『鎌倉大日記』（9）・
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『鎌倉年代記』（10）・『皇代記』（11）・『皇代記』（鴨脚光
朝藏）（12）・『皇代略記』（13）・『歴代皇紀』（皇代歴）（14）・
『皇年代略記』（15）・『興福寺年代記』（16）・『興福寺略
年代記』（17）・『仁寿鏡』（18）・『如是院年代記』（19）・『武
家年代記』（20）・『歴仁以来年代記』（21）・『年代紀略』（22）

・『帝王編年紀』（23）・『倭漢皇統編年合運図』（享保年
間版）（24），歴史書が『百錬抄』（25）・『吾妻鏡』（26）であ
る。白山比咩神社・長滝寺関連史料は，「白山史料
集上巻・下巻」（穴田・能島・木越，1979；能島・
伊林，1987）に収められているものである。日記類
は，『国史大辞典 第四巻』の「記録年表・記録目
録」（皆川，1984））をもとにしたが，写本のみの史
料，『公光卿記』・『忠高卿記』・『今出川相国紀』は
調べていない。年代記類は，『年代記略』・『帝王編
年紀』・『倭漢皇統編年合運図』（享保年間版）を除
いては，『国史大辞典 第四巻』の「年代記」（益田，
1990）に紹介されている主要年代記である。
　噴火記事ではないが，延応元年の白山に関連する
記事としては，『白山宮荘厳講中記録』・『白山諸雑
事記』・『百錬抄』・『帝王編年紀』に 8月 17 日に白
山本宮が出火したことが記されている。『白山宮荘
厳講中記録』の記事は，“延応元年己亥八月十七日
甲寅亥時白山宮神殿以下廿一宇焼失了，御躰者奉渡
武徳殿畢，彼岸所観音者奉渡大講堂畢，火者自神主
氏盛宮倉出畢，神主女房自西川岸令落逝去畢，（以
下略）”のように，比較的詳細で，『百錬抄』や『帝
王編年紀』の記事は，それぞれ“（延應元年八月）
十七日甲寅。加賀國白山社燒亡。新造寶殿已終其功
及金物沙汰假殿燒亡。尤有恐事也”と“（延應元年
八月）十七日。加賀國白山神殿燒亡。”というよう
な簡単なものである。『皇年代略記』には，歴仁元
年（1238）8 月 11 日の条に，加賀泉神殿燒亡，”と
記されており，泉が白山である可能性があり，白山
本宮が歴仁元年（嘉禎四年）に焼亡という説もある
（加能史料編纂委員会編，1992）。『百錬抄』は多く
の貴族の日記を利用した京都を中心とした公家社会
の記録で，13 世紀後半頃に成立したと推定されて
おり（益田，2000），『帝王編年紀』（成立は貞治 3
年（1364）～康暦 2年（1380）の間と考えられてい
る：宮崎，2000）や『皇年代略記』（成立は 14 世紀
末～ 15 世紀初頭，16 世紀初頭とするものもあるが，
詳細は不明：今江，2000）は天皇ごとにその略歴や
主なできごとを記したもので，白山本宮の火災のこ
とは，京都を中心に比較的広く知れ渡っていた可能
性がある。

　延応元年の記事は，『本朝年代記』の成立（1684）
の約 450 年前のできごとで，典拠した史料が不明で
あることや，他の史料，特に中世の白山宮の動きを
知る上で基本史料となっている『白山宮荘厳講中
記録』（石田，1985）にも，延応元年の噴火記事が
確認できないことから，史料的価値は低く，この史
料をもって延応元年に白山が噴火したと判断するこ
とはできない。一方，最近，14C法により，翠ヶ池
から流出した火砕流について 12 ～ 13 世紀の年代値
が得られている（田島ほか，2005：田島・東野，準
備中）。また，上述したようにこれまで白山の噴火
を示すとされてきた治承元年（1177）の記事が誤
りであることから，『本朝年代記』の延応元年の記
事がこの火砕流の噴出に対応する可能性（田島ほ
か，2005）は必ずしも否定できないが，上記の理由
から，年代が似通っていることだけから，ただちに
この記事を火砕流の噴火と結び付けることはできな
い。今後は，延応元年の記事のもととなった史料の
確認や，他の史料からの傍証等も含めて，記事内容
の信憑性の検討が必要である。
　玉井（1935・1957）は延応元年の『本朝年代記』
の白山の活動記事は，上述した同年の白山本宮の神
殿の出火を誤って記したものであると解釈した（玉
井（1935・1957）では『和漢三才図絵』の記事が誤
ったとしているが，上述したように，『和漢三才図
絵』は『本朝年代記』をもとにしたと考えられるの
で，ここでは『本朝年代記』の記事とした）。玉井
（1935・1957）の解釈は，『白山宮荘厳講中記録』
には，“天福二年七月十三日庚戌白山禅頂御宝殿造
替之”（天福 2年（1234）は延応元年の 5年前）の
記事のように，山頂の管理を行っていたことが示さ
れているにもかかわらず，延応元年については山頂
での噴火の記事がないことや，下白山（しもしらや
ま）といわれていた白山本宮が，後に白山（しら
やま）とも呼ばれていたことから，白山本宮を白
山，そこから自らが出火したことを自焼と記したと
するものである。白山宮の火災が京都を中心に広
く知れ渡っていた可能性があり，『本朝年代記』の
出版元が京都であることから，この白山宮の火災を
白山の噴火と誤ったという玉井（1935・1957）の推
論は，確証はないが，捨てがたいものがある。ただ
し，『本朝年代記』が白山宮の火事を誤って記した
としても，その記事に何故火災が起きたとされる月
日（ 8月 17 日）が記されていないかという疑問は
残される。
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摘　　要

　これまで白山火山の活動年について，必ずしも一
致していない『本朝年代記』の記事について，再調
査を行った結果，白山火山の活動に関連する記事
は，延応元年（1239）と天文 16 年（1547），天文
23 年（1554）の記事である。大森（1918）で『本
朝年代記』が史料となっている天文 17 年の記事は，
白山火山の噴火表を作成する際の文献を示す記述上
のミスで，『本朝年代記』ではなく，『地學協會報
告』の河井（1889）をもとにしたものである。大森
（1918）や武者（1941）が『本朝年代記』に記され
ているとした“治承元年四月十二日白山自燒”は，
「白山権現」の項に記されている“炎上高倉院治𣴎𣴎
元年四月十二日加賀目代師高兵火師高流罪餘類禁
獄”の前半の記事を，誤って白山が噴火したと理解
したためと推測される。延応元年の記事が，最近，
14C法により 12 ～ 13 世紀の年代が得られている火
砕流の噴出に対応する可能性は必ずしも否定できな
いが，延応元年の記事は史料的位置が低いことか
ら，この記事のみをもって，ただちに白山が延応元
年に噴火したと判断することはできない。今後，延
応元年の記事のもととなった史料の確認や，他の史
料からの傍証等も含めて，記事内容の信憑性の検討
が必要である。
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